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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱 

第
一 
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
特
定
就
職
困
難
者
コ
ー
ス
の
支
給
対
象
と
な
る
事
業
主
に
つ
い
て
、
当
分
の
間
、
出
入

国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
六
十
五
歳
未

満
の
求
職
者
を
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
を
追
加
す
る
こ
と
。 

第
二 

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 


